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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、1930年の国際観光局設置に至るまでの観光政策立案過程を歴史学的に分析
することにある。当該期間において日本政府は、経済に関わる審議会や議会を通じて、外国からの観光客誘致を国策と
して確立するための議論を行った。本研究では、当時の日本が置かれていた国際経済および国際政治の観点から観光政
策のありようが議論され、これらの議論が1930年の国際観光局設置として結実したことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to analyze on policymaking process of tourism until t
he establishment of the Board of Tourist Industry in 1930 from Historical perspective. In this term, Japan
ese Government argued on establishment of tourism policy as national policy which focused on foreign count
ries through the councils of economy and the Diet. This study explains that the state of tourism policy wa
s discussed from standpoints of international economy and international relations at that time and these a
rguments were realized as the establishment of the Board of Tourist Industy in 1930.
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１．研究開始当初の背景 
 
 今日の日本において、観光政策が経済、政

治、社会の側面において重要な役割を果たし

ていることは、改めて指摘するまでもない。 

しかしその一方で、学問領域としての重要

性が近年指摘されている観光学という知的

活動において、日本における観光政策の歴史

的変遷やその意味がこれまで通史的に明ら

かにされてきたかというと、決してそうとは

言えない状況にある。 

試みに、観光学において一般的とされる概

説書や専門書の記述を整理してみると、アジ

ア太平洋戦争後のいわゆる現代期に関して

は、確かに日本における観光政策の変遷につ

いてある程度詳細な記述が見受けられる。 

他方、戦前のいわゆる近代期に関しては、

「外客誘致」という視点から、1893 年の喜賓

会(ウェルカム・ソサエティ)設立、1912 年の

ジャパン・ツーリスト・ビューロー設置、1930

年の国際観光局開設といった具合に、特定の

出来事のみが個別に取り上げられて説明さ

れるにとどまり、これらの出来事以外につい

ては等閑視されるという傾向が強く見られ

る。 

 こうした状況に対し、近年、砂本文彦 2008

『近代日本の国際リゾート：一九三〇年代の

国際観光ホテルを中心に』青弓社、中村宏

2006「戦前における国際観光(外客誘致)政

策：喜賓会、ジャパン・ツーリスト・ビュー

ロー、国際観光局設置」『神戸学院法学』第

36 巻第 2 号といった研究が、近代期日本にお

ける観光政策の展開に着目し、一定の成果を

蓄積してきている。 

これらの研究は、上記した近代期における

観光政策をめぐる主な出来事以外にも着目

しながら、当該期における観光政策の推移を

整理しているものの、各施策が立案されてい

くプロセスやその過程で交わされた議論の

詳細、各施策間の有機的な関係性などについ

てまでは言及していない。 

 このような近代日本の観光政策をめぐる

研究動向を踏まえると、観光政策が日本の国

策として政府レベルで議論され始めたとさ

れる 1912 年のジャパン・ツーリスト・ビュ

ーロー設置から、近代期における観光政策の

メルクマールとされる 1930 年の国際観光局

設置までをひとつの区切りとし、その間にお

ける観光政策をめぐる動向を詳細に検討す

る必要があると考えられる。 

 なかでも特に、当時の観光政策における重

要検討課題であったとされる「外客誘致」を

めぐる議論の詳細に注意を払いながら、国際

観光局設置という意思決定に至るまでの政

策立案過程を、当該期間における経済的・政

治的・社会的背景に目を配りつつ歴史学的に

実証していく必要性があると考えられる。 

 

 
２．研究の目的 

 

 既存研究の成果および研究代表者が実施

した事前調査の結果を踏まえると、観光政策

が日本の国策として政府レベルで議論され

始めたのは、1912 年のジャパン・ツーリス

ト・ビューロー設置以降のことであり、本研

究が考察対象とする国際観光局設置に至る

までの経緯は、以下のように整理することが

できる。 

 

・1916 年 

大隈重信内閣の諮問機関「経済調査会」が外

客誘致の具体策を検討。 

・1919 年 

「外客誘致及び待遇に関する決議案」が第 41

回帝国議会で決議。 

・1927 年 

田中義一内閣の諮問機関「経済審議会」が外

客誘致について答申。 

・1929 年 

浜口雄幸内閣の諮問機関「国際貸借審議会」



が外客誘致について答申。 

・1930 年 

国際観光局開設。 

 

 以上の整理にもとづき、本研究では、1912

年のジャパン・ツーリスト・ビューロー設置

から 1930 年の国際観光局設置に至るまでの

日本における観光政策立案過程を、当時の経

済的・政治的・社会的状況に配慮しつつ、主

に以下の時代区分にしたがいながら分析す

ることを目的とした。 

 

① 経済調査会から第 41 回帝国議会まで 

② 経済審議会から国際観光局開設まで 

 

 
３．研究の方法 

 

 本研究は、歴史学的方法論に依拠して行わ

れたため、文字史料の閲覧、収集、読解、解

釈が主たる研究手法である。史料の閲覧は、

国立国会図書館(東京都)、国立公文書館(東京

都)、東京商工会議所経済資料センター(東京

都)などのほか、各大学図書館や各自治体が設

置する図書館や公文書館において行いつつ、

オンラインデータベースも適宜活用した。 

 なお、史料収集の枠組みであるが、上記し

たふたつの時代区分ごとに示すならば以下

のとおりである。 

 

① 経済調査会から第 41 回帝国議会まで 

・経済調査会において外客誘致に関する議論

が行われるに至った経緯を示す史料。 

・経済調査会における外客誘致に関する議論

の内容を示す史料。 

・経済調査会での議論に対する反応を示す史

料。 

・第 41 回帝国議会での決議に至るまでの経

緯を示す史料。 

・第 41 回帝国議会での決議に対する反応を

示す史料。 

 

② 経済審議会から国際観光局開設まで 

・第 41 回帝国議会での決議以降、経済審議

会において外客誘致に関する議論が行われ

るに至った経緯を示す史料。 

・経済審議会における外客誘致に関する議論

の内容を示す史料。 

・経済審議会での議論に対する反応を示す史

料。 

・国際貸借審議会において外客誘致に関する

議論が行われるに至った経緯を示す史料。 

・国際貸借審議会における外客誘致に関する

議論の内容を示す史料。 

・国際貸借審議会での議論に対する反応を示

す史料。 

・国際貸借審議会以降、国際観光局開設に至

るまでの経緯を示す史料。 

 

 
４．研究成果 
 

 本研究における成果の概要を、上記したふ

たつの時代区分ごとに示すならば以下のと

おりである。 

 

① 経済調査会から第 41 回帝国議会まで 

 経済調査会では、外客誘致のための常設機

関を官民合同で設置する点、遠来の外客を厚

遇するような雰囲気を社会に造成する点、外

客が利用するホテルの経営および建設を保

護・奨励する点、既存の外客誘致機関である

ジャパン・ツーリスト・ビューローの活動を

保護・援助する点、案内業者(ガイド)の取締

まりを強化することによって案内業者に対

する悪評を是正する点、交通機関や関連施設

を整備することにより観光資源をより有効

的に活用する点が確認された。 

 第 41 回帝国議会では「外客ノ誘致及待遇

ニ関スル建議」が衆議院に提出、可決された

が、これは、第一次世界大戦における講和の



進展によって日本への外客が増加するであ

ろうという見込みを示した上で、政府に対し

て宿泊施設や交通機関だけではなく、外客誘

致に関わる施設の早急な整備を求めたもの

であった。 

 

② 経済審議会から国際観光局開設まで 

 経済審議会では、特に当時の国際経済にお

ける日本の位置付けを踏まえつつ、外客誘致

に関する議論が行われた。すなわち、外貨を

獲得して国際貸借の不均衡を是正する一方

策として、外客誘致を加速させる点が指摘さ

れ、そのために観光資源の保存やホテルをは

じめとする関連施設の整備を推進すること

が決議された。また、こうした決議と同時に、

外客誘致政策の策定が日本の国情を海外に

紹介することに繋がり、ひいては国際理解の

促進および国際収支の改善に寄与するとい

う見解が示された。 

 国際貸借審議会では、文字通り国際的な貸

借の改善という見地から外客誘致に関する

議論が行われた。そこでは、諸外国における

実例を踏まえても国際貸借改善における外

客誘致政策の必要性は明かであるという立

場から、政府内に外客誘致を統括する中央機

関を設置する点、外客誘致のための中央機関

の諮問機関を官民合同で設置する点のほか、

差し当たり、政府が援助すべき外客誘致のた

めの取り組みとして、以下の各点が決議され

た。 

 北米、ヨーロッパ、太平洋沿岸部を中心に

日本に関する宣伝活動を実施する点、日本固

有の観光資源を保存し観光地としての開発

を検討する点、宿泊施設および交通機関の充

実・改善を目指す点、旅館業者に対して外客

対応のあり方を指導する点。 

 これら国際貸借審議会における決議を踏

まえ、外客誘致のための中央機関として、

1930年4月に国際観光局が鉄道省の外局とい

う位置付けで設置されたほか、官民合同の諮

問機関として、同年 7 月に国際観光委員会が

鉄道大臣の諮問機関という位置付けで設置

された。 

 以上が、本研究の射程である 1912 年のジ

ャパン・ツーリスト・ビューロー設置から

1930 年の国際観光局設置に至るまでの日本

における観光政策の動向に関する概要であ

るが、その経済的・政治的・社会的背景につ

いて整理すると、第一に当時の日本が置かれ

ていた国際経済に関する環境が指摘できる。

つまり、当該期間における日本は、基本的に

輸入超過型経済に依拠しており、外客誘致政

策はそうした国際収支改善のための一方策

として政府レベルで議論されたと位置付け

られる。 

 第二に当時の日本が置かれていた国際政

治に関する環境が指摘できる。つまり、当該

期間における日本は、第一次世界大戦以降の

新たな国際秩序のなかに組み込まれており、

外客誘致政策は国情紹介や国際交流を通じ

た国際関係樹立のための一方策として政府

レベルで議論されたと位置付けられる。 

 第三に当時の日本国内における社会環境

が指摘できる。つまり、当該期間における日

本国内では、「開国」をきっかけに立ち上が

った外客を対象とする観光産業がその萌芽

期を終え、さらなる課題と可能性を帯びた産

業として認識されつつあった。そうした観光

産業の動向と軌を一にするかたちで、外客誘

致政策は政府レベルで議論されたと位置付

けられる。 

 ところで、当該期間における外客誘致政策

を取り上げる上で、当時の日本が保有してい

た植民地・占領地との関係は無視することが

できない。本研究の一連の成果からは、当該

期間の外客誘致政策が、日本国内だけではな

く、それらの植民地・占領地とともに日本国

内を訪れる外客を対象に議論を展開してき

たことが明らかになった。本研究での成果を

踏まえ、こうした観点にもとづく成果をいく



つか公表することができたが、これは当初の

研究計画を想定以上に進展させる大きな要

因となった。 
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